
2 款 1 項 6 目

18 年度 設定なし

- -
- - - - - - - -
- - - - - -

実施スケジュール
項目 25年度以前 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度以降

810 810 810 810 810 4,050

向こう5年間の直接事業費の推移

年度
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 5年間の実績

古紙回収 件 12 12 6 12
不用物品処理 件 1 2 1 2
備品照合 件 34 30 32 32
物品入札 件 64 70 42 65

項目 単位 25年度実績 26年度予定 9月末の実績 26年度実績

一般財源 9,600 9,969 4,935 9,406

事業活動の実績（活動指標）

財源内訳 地方債 0 0 0 0
その他 0 0 0 0

0
県支出金 0 0 0 0

人件費 9,355 9,147 4,772 9,147
国庫支出金 0 0 0

7,954
補助事業人件費 0 0 0 0

人件費
内訳

人工数 1.15 1.15 0.60 1.15
人件費単価 8,135 7,954 7,954

9,147
合計 0 9,969 4,935 9,406

事業費
直接事業費 245 822 163 259
人件費 9,355 9,147 4,772

改善策の
具体的

取り組み

事業費及び財源内訳
項　　　目 25年度決算 26年度予算 9月末の執行状況 26年度決算

事業の目的

庁内物品の一括発注・管理を行い、透明性の確保及び経費削減を図る。

事業の内容

・物品購入（修繕）要求書の受付・審査・物品、備品の発注及び入札・備品の管理（定期監査に伴う備品照
合）・廃棄物品の回収

改善策の
具体的

取り組み
（当初）

　新・備品システムの運用に伴い、様々な問題点やシステムの修正が発生することを想定し、システム開発業
者と早急に協議調整し対応したい。また、学校・幼稚園等の出先機関のシステム運用については、費用対効
果等も視野に入れて検討したい。

事業の対象 全課

根拠法令等
地方自治法、施行令、財務会計規則

事業の性格 法定事務
実施期間 【開始年度】 平成 【開始年度】

所管課情報 担当課： 財務課 電話番号（内線）： 588
記入者情報 所属長： 新田 亮仙 担当責任者： 武智 博

事務事業名 物品管理事務
予算科目

総合計画での位置付け
行財政改革
行財政改革の推進

平成26年度事務事業評価シート
該当事業（評価対象外事業は基本情報のみ記載）

一般事務 公共建設事業 評価対象外事業



3二次評価
（所属部長）

一次評価結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。

意見、課題
 財政運営が厳しい中、物品の調達についても無駄を省き、効率的な運用を実施しなければならない。発
注方法や事務費の予算要求のあり方等について検討すること。

課題認識

　物品購入に係る現行システム(一定の物品について財務課で発注)は、透明性及び公正性を確保する上
で引き続き維持するべきと考える。　所管課で発注できる案件で、発注先や価格について監査委員から問
題ありと指摘された。所管課での安易な発注を抑制し公正な物品調達を実現できるように努める。　備品
管理に関するシステムの改良を検討する。

二次評価

C成果向上の可能性 3
施策への貢献度 3

効率性
手段の最適性 4

Bコスト効率

課題認識

　新・備品システムが運用となり、様々な問題が発生したが管理会社と調整し対応することができた。しか
し、備品システムが物品要求、支出命令、備品台帳に連携していないため、事務の効率化が図れていな
い状況と考える。今後は、システム改良や出先機関へのＰＣ増設等について費用対効果を検討し実施す
る必要がある。　すべての備品や一定額以上の消耗品等について財務課にて一括発注しているが、同種
の物品発注の有無を各課に照会し、効率かつ経済的な執行が図れた。また、発注先についても十分検討
し適正な執行ができたと考える。

一次評価

一次評価
（所属長）

妥当性
目的の妥当性 3

C

3
受益者負担の適正 3

施策への貢献度 3

市民ニーズへの対応 4
市の関与の妥当性 5

有効性
事業の効果 3

自己評価

自己評価
（担当責任者）

妥当性
目的の妥当性 3

C市民ニーズへの対応 3
市の関与の妥当性 3

効率性
手段の最適性 3

Cコスト効率 3
受益者負担の適正 3

有効性
事業の効果 3

C成果向上の可能性 3

目　　標 5以内 5以内 5以内 5以内
実　　績 0 0 0 0

成果指標

成果指標
備品照合指導件数

指標設定の
考え方

適正な備品管理を行うために定期監査に先立ち備品照合を行っており、指導件数が少ないほど管理が行き届
いていると判断できる。

区分年度 25年度 26年度 27年度



3
経営者会議の最終判断

事業の方向性
下記の点を見直しの上、継続する。

意見、課題

二次評価の内容を踏まえ見直すこと。

行政評価委員会の答申

外部評価
（行政評価委員会）


